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は じ め に 

 

 江東区教育委員会では、平成２９年１２月に国が示した「学校における働き方改革

に関する緊急対策」や、東京都教育委員会が策定した「学校における働き方改革推進

プラン」を受け、平成３０年２月に「学校における働き方改革検討委員会（以下、「検

討委員会」といいます。）」を設置し、学校における働き方改革を一層推進するため、

平成３０年１０月に「江東区立学校における働き方改革推進プラン」（以下、「プラン」

といいます。）を策定することで、区立幼稚園・小学校・中学校及び義務教育学校（以

下、「区立学校」といいます。）における勤務環境の改善を図ってきました。 

 プランの策定から４年が経過する中で、教育推進プラン・江東（第２期）が策定さ

れ、その中に教員の働き方改革の推進を位置づけることで、サポート体制の充実や教

員業務等の見直しの取組みなどを一体的に進めています。これまで学校閉庁日の設定

や、留守番電話の導入、スクールサポートスタッフの配置など、様々な取組によって、

教員の負担軽減を図ってきましたが、その一方でコロナ禍における教育活動や、学習

指導要領の改訂、ＧＩＧＡスクール構想など、新たな教育的課題により、教員の勤務

環境も変化してきています。 

 めまぐるしく変化していく教育現場の中で、国や東京都の動向を踏まえながら、勤

務環境の改善を引き続き図っていくため、この度プランの改定を行いました。教職員

が心身ともに健康な状態でこどもたちと向き合える学校園づくりを目指して取り組

んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 令和５年４月 

 

江東区教育委員会 
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１ プランの基本的な考え方 

 

（１）本プランの位置づけ 

   学校における働き方改革を進めるためには、各学校がその実態に応じた取組み

を進めることができるよう、改革の方向性を示した実施計画を策定することが必

要です。 

本プランは、区立学校に勤務する教員の服務を監督する区教育委員会の実施計

画であり、教員自身が安心し、誇りを持って働ける環境の整備を目指すものです。 

引き続き、区教育委員会は本プランにより、区立学校における働き方改革を着

実に推進するとともに、目標の達成状況を検証し、必要な施策の見直しを行うな

ど、継続的に区立学校の働き方改革に取り組んでいきます。 

 

（２）学校における働き方改革の方向性 

 プラン策定後において、平成３１年１月２５日に中央教育審議会において「新 

しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校に 

おける働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」がまとめられました。 

この答申を踏まえて、文部科学省は学校における働き方改革を強力に推進する 

ため、取り組むことが重要と考えられる方策について整理した「学校における 

働き方改革に関する取組の徹底について」（平成３１年３月１８日）を発出い 

たしました。 

また、文部科学省は、取組みをさらに加速すべき状況にあるため、留意して 

ほしい事項について整理した「教育委員会における学校の働き方改革のための 

取組状況調査結果等に係る留意事項について」（令和４年１月２８日）を発出い 

たしました。 

 これらを踏まえ、区教育委員会は以下の取組みの方向性に関して、計画を進め 

ていきます。 

 

【取組みの方向性】 

・学校運営の効率化       ・実現に向けた予算化等の環境整備 

・業務分担における庁内調整   ・保護者・地域等との調整 
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また、東京都では、平成３０年２月に「学校における働き方改革推進プラン」 

を策定し、取組みの方向性として以下の５点を柱とし、これらを組み合わせて総 

合的な対策を講じていくこととしています。また、「令和３年度の学校における 

働き方改革について」については、外部人材の配置支援等の取組みを進めていく 

こととしております。 

 

【東京都学校における働き方推進プランの主な取組みと当面の目標】 

   ①在校時間の適切な把握と意識改革の推進 

   ②教員業務の見直しと業務改善の推進 

   ③学校を支える人員体制の確保 

   ④部活動の負担を軽減 

   ⑤ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備 

 

＜東京都における目標＞ 

 

 

※上記でいう在校時間６０時間とは、月当たりの時間外労働が概ね８０時間となる状態を 

週当たりに換算したもの。 

 

区教育委員会では、東京都における目標等を参考にしながら、学校現場からの

意見等を取り入れつつ、これまでの項目と新たな検討項目を整理した上で、項目

を設定し、効果的な取組みを重点的に進めていきます。 

 

 

 【参考】文部科学省通知の主な内容 

 

「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」の主な内容 

①勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の推進 

②学校及び教師が担う業務の明確化・適正化 

③学校の組織運営体制の在り方 

④学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォロー 

アップ等 

 

週当たりの在校時間が６０時間を超える教員をゼロにする 
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「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果等に係る 

留意事項について」の主な内容 

  ①勤務時間管理の徹底等 

  ②働き方改革に係る取組状況の公表等 

  ③学校及び教師が担う業務の役割分担・適正化 

  ④学校行事の精選や見直し等 

  ⑤ICT を活用した校務効率化 

  ⑥教員業務支援員（スクールサポートスタッフ） 

  ⑦部活動 

 

 

２ プランの取組みについて 

 

（１）教員の勤務状況 

   当面の目標である「週当たりの在校時間が６０時間を超える教員をゼロにす 

る」における週当たりの在校時間が６０時間を超える教職員数の割合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※義務教育学校（前）は小学校に、（後）は中学校に含める。 
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（２）令和４年度までの取組み 

   令和４年度までの取組みについては、４つの方向性について、以下のとおり早 

期着手する項目から重点的に取組みを進めてきました。 

項
番

取組みの方向性 これまでの取組み

○勤務時間の把握 勤怠管理システムの導入(令和２年度)

○学校への照会件数の整理 学校への照会ルールの整理(平成３０年度)

○開校時間の管理 留守番電話の運用導入(平成３０年度)

○学校閉庁日の設定 学校閉庁日の設定(平成３０年度)

○部活動休養日の設定 部活動休養日の設定(平成３０年度)

○学校が作成する計画等の整理 長期的な検討

○学校組織の整理 長期的な検討

Challenge Wednesday導入(令和３年度)
学校への配布物縮減の依頼(令和３年度)

○私費会計の管理適正化
作業部会を設置し、管理適正化を検討
(平成３０年度～)

○専門スタッフの充実
部活動指導員の配置（令和元年度）
「学校事務職員の標準的職務」制定(令和元年度)
英語スタッフの配置(令和２年度)

○サポートスタッフの充実
スクールサポートスタッフの配置(令和元年度)
副校長補佐の配置(令和２年度)

○外部委託による支援 長期的な検討

○施設開放 長期的な検討

○区長部局と学校の関係の整理 長期的な検討

○学校参加イベントの見直し 長期的な検討

早期着手
する項目

○登下校対応の検討 児童通学案内等業務従事者増員(令和元年度)

○放課後及び夜間対応 長期的な検討

○保護者・地域の理解 保護者に対して理解促進の案内(令和３年度)

○コミュニティ・スクール活用 コミュニティ・スクール１校設置(令和２年度)

長期的な
検討項目

4
保護者・地域等と
の調整

長期的な
検討項目

項目

1 学校運営の効率化

〇その他

長期的な
検討項目

2
実現に向けた予算
化等の環境整備

3
業務分担における
庁内調整

早期着手
する項目

早期着手
する項目

長期的な
検討項目
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（３）教員へのアンケート 

  ① 働き方改革に資すると思われる取組 
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  ② 働き方改革によって定時退勤日は増えたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 働き方改革によって在校時間は減ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）これからの取組みについて 

区教育委員会では、これまでの取組みの効果を検証するとともに、国や東京都

の動向を踏まえつつ、学校現場からの意見等を取り入れながら、これまでの項目

と新たな検討項目を整理した上で次のとおり項目を設定し、効果的な取組みを重

点的に進めていきます。 
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＜取組みの方向性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線は新規項目 

 

（５）取組みの内容 

  １ 学校運営の効率化 

（１）部活動 

   部活動ガイドラインに即した運用を行うとともに、部活動指導員などの外 

部人材を活用していきます。 

また、国の動向を踏まえながら、運動部活動・文化部活動の地域移行のあ 

り方について、検討していきます。 

（２）１年単位の変形労働時間制 

   東京都の動向を注視しながら、必要な規則改正等の準備を行っていきます。 

（３）働き方に係る取組みや在校等時間の状況の公表 

   働き方改革の取組みなどを区のＨＰで掲載し、情報発信を行っていきます。 

（４）教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務を削減 

   各部署において重複している調査などを精査し、不要な調査の削減を図り 

ます。 

項
番

取組みの方向性 項目 取組みの分類

(1)部活動
学校の業務だが、必ずしも
教師が担う必要のない業務

(2)１年単位の変形労働時間制
(3)働き方に係る取組みや在校等時間の状況の公表
(4)教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務を削減
(5)学校が作成する計画等の整理
(6)学校組織の整理

その他

(1)学校徴収金の徴収・管理
基本的には学校以外が担う
べき業務

(2)学校・保護者等間における連絡手段
(3)学校施設使用

その他

3 業務分担における庁内調整
(1)区長部局と学校の関係の整理
(2)教師の専門性に関わらない調査等の適正な事務分担の整理

その他

(1)放課後から夜間における見回り、児童生徒が補導された時
の対応

基本的には学校以外が担う
べき業務

(2)児童生徒の休み時間における対応
学校の業務だが、必ずしも
教師が担う必要のない業務

(3)学校行事の準備・運営
教師の業務だが、負担軽減が
可能な業務

1 学校運営の効率化

2

4

実現に向けた予算化等の
環境整備

保護者・地域等との調整
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（５）学校が作成する計画等の整理 

   学校ごとに作成される各種計画の統合などを検討していきます。 

（６）学校組織の整理 

   類似の内容を扱う委員会等について、合同設置や構成員の統一など、業務

の適正化に向けた運用を検討していきます。 

 

２ 実現に向けた予算化等の環境整備 

（１）学校徴収金の徴収・管理 

   教材費や学校給食費といった金銭の徴収や管理、支払いの催促等について、

国や東京都及び他自治体の動向等を注視しつつ、運用のあり方を検討してい

きます。 

（２）学校・保護者等間における連絡手段 

   出欠機能やお便りの電子化など、新たな機能が付加された連絡サービスを 

検討していきます。 

（３）学校施設使用 

   学校の施設予約の手続きにおける事務について、学校以外の主体が担うこ 

とができるかを、他自治体の事例を踏まえ、検討していきます。 

３ 業務分担における庁内整理 

（１）区長部局と学校の関係の整理 

   区長部局が主催している催しなどについて、学校とのあり方を検討してい 

きます。 

（２）教師の専門性に関わらない調査等の適正な事務分担の整理 

学校への調査における担当の適正な分担などについて検討していきます。 

  

４ 保護者・地域等との調整 

（１）放課後から夜間における見回り、児童生徒が補導された時の対応 

   学校と警察等連携機関や地域の連携の強化を検討していきます。 

（２）児童生徒の休み時間における対応 

   地域人材等の参画・協力等を検討していきます。 

（３）学校行事の準備・運営 

 運動会などの学校行事の準備・運営について検討していきます。 
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（６）区教育委員会の役割 

   区教育委員会は、本プランの進行管理を行うほか、必要に応じて本プランを適 

宜見直すなど、学校における働き方改革を着実に推進します。また、検討委員会 

や校園長会などを通じて学校現場の意見等を的確に吸い上げ、本区の教育施策へ 

の反映を図っていきます。 

   教育施策の実施にあたっては、学校運営の視点のみではなく、教育委員会事務 

局の業務改善の視点にも立ち、効率的かつ効果的な事業運営により、区教育委員 

会における働き方改革にも努めていきます。 

 

３ プランの実現へ向けて 

 

（１）検討の進め方 

   区教育委員会では、平成３０年２月に検討委員会を設置し、平成３０年１０月

に「江東区立学校における働き方改革推進プラン」を策定することで、教員の勤

務環境の改善へ向けた検討を行ってきました。令和５年度のプラン改定に伴い、

学校における働き方改革の検討を更に推進し、今後も引き続き検討委員会を活用

するとともに、教育施策の立案や予算化の際は、学校現場の意見等を可能な限り

反映するように努めます。 

   また、教員の勤務環境を着実に改善するべく、検討事項に優先順位を設定し、

計画的かつ速やかに取り組んでいきます。 

 

（２）取組みに関する検証等 

   本プランによる取組みについては、検討委員会を開催して進捗状況を定期的に

報告するとともに、実施効果を検証し、必要に応じて取組みの見直しを図るなど、

ＰＤＣＡサイクルを活用して改善していきます。また、教育環境や区民ニーズ等

の変化を的確に捉え、検討すべき項目が生じた場合は本プランを改定するなど、

学校における働き方改革を継続的に推進していきます。 

 

（３）保護者や地域社会における理解促進 

   学校における働き方改革は、教員の勤務環境を改善するための取組みですが、

ひいては教員がこども達と向き合う時間を確保するものであり、より良い教育を
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提供する上で必要不可欠です。保護者や地域社会の皆様に対して、この取組みは

「教育の質」の向上を図るためであることを、引き続き正しく丁寧に説明してい

きます。 

 

（４）国・都への働きかけ 

   持続可能な勤務環境を構築するため、区教育委員会と学校が両輪となって積極

的かつ果敢に取り組んでいきますが、基礎的自治体や各学校での取組みだけでは

限界があり、国や広域自治体である東京都による抜本的な制度改正等が必要です。 

   区教育委員会では、国や東京都に対して、教職員定数の改善や独自の取組みに

対する財政的支援等について、他の自治体と連携しながら求めていきます。 

 

（５）本プランにおける見直しの周期について 

   本プランでは、国や都の動向を注視しながら適切なタイミングで見直しを図る

こととし、３年に１度の周期で計画の進捗状況の取りまとめを行うことで、必要

に応じて、プランの改定を実施いたします。次回の取りまとめは令和７年度末を

予定しています。 

 

 

（参考）中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営

体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」

（平成３１年１月２５日）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 


